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売却・賃貸のメリット・デメリット

　空き家の一般的な活用方法としては、売却と賃貸が考えられます。各々収入や利益を生み出すこと
が可能ですが、メリット・デメリットがありますので、状況に応じた方法を選択してください。

売却・賃貸の流れ

　空き家であっても毎年土地と建物に固定資産税がかかります。また、相続時には相続税、売却した
場合の譲渡所得には所得税がかかります。

■一般的な空き家を売却（賃貸）する流れ

メリット

デメリット

売却 賃貸

・空き家の維持管理の費用、手間が
  不要になる。
・現金化できるので相続時に分配し
  やすい。
・一時的にまとまった収入が得られる。

・定期的な収益が期待できる。
・建物を所有し続けられる。
・換気や通水などの家の管理を自ら行う
  必要がない。

・空き家の売却先を探す手間が掛かる。
・希望価格で売却できるとは限らない。
・接道や立地条件によっては売却でき
  ない場合もある。

・賃借人がいなければ収入が見込めない。
・入居者との間に家賃滞納等のトラブルの
  可能性がある。
・空き家をすぐ入居可能なように保つ必要
  がある。
  （場合によっては大規模改修が必要）

譲渡日要件

家屋等要件

①相続の開始日から3年を経過するまでの12月31日までであること
②上記かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること ※

・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・区分所有建築登記がされている建築ではないこと
・相続の直前において、被相続人以外に居住していた人がいないこと
・売却金額が1億円以下であること

改正内容
・譲渡のあった年の翌年2月15日までに耐震改修、または家屋の取り壊し

を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用される
・譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上である場合には、特別

控除額を3,000万円ではなく、2,000万円とする

※令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡する場合は以下の改正内容が適用されます。

 面積区分 固定資産税の
課税標準額

都市計画税の
課税標準額

小規模住宅用地（住宅1戸につき200㎡まで） 評価額×1/6 評価額×1/3

一般住宅用地（住宅1戸につき200㎡を越えた部分） 評価額×1/3 評価額×2/3

※香川県では一部の市町のみ課税しています。（善通寺市全域及び観音寺市、多度津町の一部地域）

対象となる資産

固定資産税 都市計画税※

納付する人

金額

固定資産（土地、家屋、償却資産）

毎年1月1日に対象となる資産の所有者として登記簿又は
固定資産課税台帳に登記又は登録されている人

固定資産評価額を基に算定
（税率1.4%）

原則として都市計画区域内の
土地、家屋

固定資産評価額を基に算定
（税率最大0.3%）

固定資産税・都市計画税

　土地に関する固定資産税について居住用の家屋の敷地（住宅用地）については、その税負担を軽減
するため、下記のとおり課税標準の特例措置が設けられています。

①今後の家族構成の変化や空
き家を維持管理していく場合
の経済的負担等を考慮し、売却

（賃貸）の可能性を検討しまし
ょう。

②不動産会社の情報を収集し、
仲介を依頼する不動産会社を
選定します。

③物件価格を専門家の目で査
定してもらいます。査定価格は
その後の売り出し価格の参考
となります。

⑥売買（賃貸）条件に合意した
ら、買主（借主）と契約を結び
ます。

⑤購入希望者が現れたら、物件
情報を開示し、売却（賃貸）条
件などを交渉します。

④不動産会社に仲介を依頼
（正式に依頼する場合は、媒介
契約を結びます。）し、不動産
を売り出します。

住宅用地特例

空き家の発生を抑制するための特例措置（譲渡所得の3,000万円特別控除）

被相続人が住んでいた
家屋（※）とその敷地

耐震リフォーム
（耐震性がある

場合は不要）

空き家の
譲渡所得
3,000万円
特別控除

空き家

（※）昭和56年5月31日以前に建築された
　　 家屋に限ります 更地

相続

　空き家となった被相続人のお住まい
を相続した相続人が、その家屋又は敷
地を譲渡した場合には、その譲渡にか
かる譲渡所得（＝売価－取得額－経費）
の金額から最高3,000万円を特別控除
する特例措置が設けられています。
　ただし控除を受けるためには、下記
の要件を満たす必要があります。

譲渡

取
壊し

譲
渡

５　空き家の利活用４　空き家と税金の関係

空き家の活用方法①売却・賃貸
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　なお、空き家法に基づく行政処分の「勧告」を受けた特定空家等及び管理不全空家は特例措置の
適用外になります。


